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Q

受取人の指定がない生命保険金

Q ●
● 先日、私の父が亡くなりました。生命

保険の中に受取人の指定のないものがありま

したが、この保険金は、法定相続分に応じて

分割しなければならないのでしょうか。

ヱヘー：法定相続分で分割するかどうかは、契

約者の意思が重要な判断材料となります。

【解説】

生命保険は民法上の相続財産ではありませ

んが、実質的には相続又は遺贈により取得し

た財産と同様の経済効果があり、これを相続

財産の課税対象から除外すると、相続税負担

の不均衡を許すことになるため、相続税法上、

相続財産とみなして課税の対象にしています。

生命保険の受取人は、本来、保険契約等に

おいて契約者によって指定されており、取得

した保険金は遺産分割の協議の対象にはなら

ないものですが、保険金の受取人を指定せず、

例えば相続人としており、かつ、相続人が数

人いるような場合には、民法の規定による法

定相続分に応じて分割するのではなく、各相

続人に均等に分割するという考え方もありま

す ◎

しかし、最高裁の判決に、「契約者が保険

金の受取人を相続人としていた場合、法定相

続分で分割するのが契約者の通常の意思に合

っており、かつ、合理的と考えられるときは、

特別の事情のない限り、保険金の分割は相続

分の割合になる」と下されたものがあります。

ご質問の場合には、お父様の生前の意思が

どうであったかが、保険金を分割する上でと

ても重要になるのではないでしょうか。


